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基本方針に示された大橋川周辺のまちづくりは、①洪水対策、②景観、③環境、④

まちづくりという４つの要素が不可分に関係した前例のないプロジェクトである。こ

の歴史的プロジェクトは、２１世紀の日本の河川整備、まちづくりのモデルとなるも

のであり、その精神をどう計画を具体化し、また、事業の全体（進捗管理も含めて）

をどうマネジメントするかということが課題となる。 
以下は、基本方針を基本計画に具体化するための思想である。 
１．松江が不昧公に代表される大名の城下町であることを踏まえ、松江城が宍道湖

を望む地に建設されたことを考慮して、巨大な池を展望する大名庭園としてこ

の空間を見立ててみる。大名庭園は、しばしば大きな池をめぐる回遊式庭園と

なっている（岡山後楽園や金沢兼六園）ことから、宍道湖、大橋川、中海を巨

大な池と見立てる。すると、大橋川改修は、この巨大庭園を回遊する拠点づく

りという意味をもつことになる。 
２．このように、宍道湖、大橋川、中海を見ると、その全体的展望は、出雲風土記

に記された島根半島の国引き神話のスケールであることが分かる。この地域は、

出雲国庁、神魂神社、八重垣神社や、多賀神社など、「神々の庭園」の相貌をも

もっている。 
３．そこで、松江のまちづくりを「水都松江の水辺回遊空間」まちづくりプロジェ

クトと名づけ、そのコンセプトを「出雲国風土記のスケール感で繋ぐ、宍道湖・

大橋川・中海の水辺回遊公園都市」とし、その多様な回遊コースの拠点として、

大橋川とくに松江大橋周辺を位置づける。 
  
 より具体的な整備の要点は以下のようになる。 
（１） 地域全体を回遊式大名庭園の「回遊性」の場として見立てて、多様な回遊コ

ースを整備する。 
（２） 「出雲国風土記のスケール感」で、この地域の大景観を楽しむための拠点（た

とえば、大橋川松江大橋付近のふなだまり、宍道湖の夕日スポットなど）を

多様に展開する。 
（３） 堀川遊覧のにぎわいを宍道湖から中海に至る巨大水辺空間に展開し、また、

松江城から松江駅に至るまちのにぎわい動線を創出する。 
（４） 大橋、新大橋、北岸、南岸に囲まれた大橋川を大きな池と見立て、その周囲

を岸辺の回遊公園として整備し、松江駅から松江城に至るまちのにぎわい空

間と交差させる。 
（５） 各回遊コースの結節点として松江大橋を捉える。たとえば、堀川遊覧と宍道

湖遊覧とをセットとし、割引券で結び、現在の京橋川の乗り場と大橋川の乗

り場をつなぐまち歩きコースとして位置づけることも可能である。 
また、工事期間中は、こうした巨大公園都市の造成プロセスとして、まちづくりそのも

のを観光資源として位置づけ、仮橋をたとえば大橋掛け替えの見学コースに置き、こども

たちがまちづくりを学習できるようにする。また、小さなスケールであっても、多くの人

びとがまちづくりに参加できるような仕掛けを工夫する。観光客もまちづくりへの参加が

できるような仕掛けをつくる。 
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